
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
使用料 

※平成３０年４月１日から 

使用料（経過措置） 

※平成２９年１０月１日から 

 平成３０年３月３１日まで 

創作活動室、多目的ホール、プレイルーム、

大広間（大広間は午後５時から午後９時に限る） 

１時間当たり 

４５０円 

１時間当たり 

３００円 

和室 
１時間当たり 

４００円 

１時間当たり 

３００円 

ボランティアルーム、研修室（１階、２階） 
１時間当たり 

３００円 

１時間当たり 

２００円 

浴室 
１回当たり 

１００円 

 

問合せ先：市原市役所 保健福祉課 企画調整係 ２３－９７６８（直通） 

 

１０月１日よりサンハート施設使用料が設定されます 

 

市原市では、施設を利用する人としない人の税負担の公平性に配慮するととも

に、老朽化する施設への対応などを図るため、市内の保健福祉センターにおいて 

１０月１日より使用料を設定することとなりました。（一部施設を除く） 

なお、平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日までは経過措置とし、下

表右欄の使用料となります。 

皆さまの御理解とご協力を宜しくお願いします。 

 


